
 指定管理業務評価結果書 

１ 施設の名称等 

(1) 公の施設の名称 津山市食肉処理センター 

(2) 指定管理者 所在地 津山市国分寺９番地１ 
名 称 一般社団法人津山食肉処理公社 
代表者 理事長 大下順正 

(3) 公の施設の所管部署 産業経済部 農業振興課 

(4) 指定期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

(5) 評価対象期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

２ 施設の利用状況 

(1) と殺解体実績 牛（その他）2,843頭・豚377頭・子牛43頭 

(2) 事業の内容 センターの施設又は設備の使用の許可に関する業務 
センターの維持管理に関する業務 
センターの使用料の徴収に関する業務 

３ 収支の状況 

(1) 指定管理者の収入 

   （経常収益） 

当期収入合計         111,967千円①＝②＋⑤ 

施設管理事業収入計    90,402千円②＝③＋④ 

受託収入            78,224千円③（指定管理料） 

手数料等              12,178千円④ 

と畜解体事業収入計        21,565千円⑤＝⑥+⑦ 

 受託収入                  864千円⑥（指定管理料） 

 解体手数料       20,701千円⑦ 

(2) 指定管理者の支出 

（経常費用） 

当期支出合計        112,507千円①＝②＋③ 

施設管理事業支出      91,002千円② 

と畜解体事業支出       21,505千円③ 

４ 総合評価結果 

(1)指定管理者の評価 

 

H27年度の解体実績は計画に対し、廃用牛を含む牛で349頭・子牛

157頭といずれも減少であったが、豚は17頭の増頭となった。牛の

枝肉放射能（セシウム）検査の実施状況は、枝肉全部廃棄分と子牛

を除く全頭で実施し、3,130頭の検査を行った。（Ｈ28.3末まで） 

全国的に地方と場でのと畜頭数減少状況の中、最大限努力した。 

(2) 市の評価 年次的に指定管理料を減額して来たが、鋭意努力して運営されてい

ると評価する。全国的な牛不足から処理頭数が減少しているが、更

に効率的な運営に努めるとともに、衛生面に重視して取り組んでい

ただきたい。 

 


